ゆうあいセンター貸事務所募集要項1/3

岡山県ボランティア･ＮＰＯ活動支援センター（ゆうあいセンター）
インキュベーション貸事務所入居団体募集要項
（平成２２年４月～　入居開始分）
１．貸事務所の概要 
・所在地住所：岡山県岡山市北区南方２丁目１３-１　岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館２階
岡山県ボランティア・NPO活動支援センター（ゆうあいセンター） 内
・１室の面積： 約１５㎡
・室内設備：事務机２、事務椅子２、ロッカー２、応接セット(対面２人掛け)１、電話回線、ＬＡＮ回線
（※　各回線はジャック設置のみ。電話、インターネットの利用には別途手続きが必要です。）
（※　インターネットはADSLの利用になります。NTTなどの光回線は利用できません。）

・利用可能日時：火曜日～金曜日9：00～21：00、土曜日・日曜日の9：00～18：00
・休館日（利用不可）：毎週月曜日、国民の祝日、年末年始（12/29～1/3）
※ 基本的な利用規則、利用日時などはゆうあいセンターと同じです。

※ 貸事務所入居団体用の駐車場はありません。常勤者が自動車で来館される場合は、きらめきプラザ周辺の有料駐車場をご利用いただくことになります。
２．募集部屋数
　　１部屋

３．入居対象団体
不特定多数のものの利益の増進のために、自発的・自立的に社会貢献活動を継続的に行う、行おうとする非営利活動組織であって、次の要件をすべて満たすものとします。ただし、既に財団、社団、社会福祉、学校、宗教、医療等のNPO法人以外の法人格を取得している団体や、町内会、自治会等の地縁組織や労働団体、協同組合、経済団体等、また実行委員会組織等、短期間のみ活動する団体は入居対象に含みません。
(1) 貸事務所に主たる事務所又は従たる事務所を置いて県内で活動する、または活動しようとすること。
(2) 組織の運営について明文化して定めた規則（会則、定款等）を有すること。 
(3) 実質的に組織の運営に関わる会員が５名以上存在すること。 
(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(6）特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(7)　組織運営上、事務所が必要であるが、現在、財政的な問題等によりそれを有することができない団体であり、かつ貸事務所を利用することにより、その利用期間内に独立した事務所を開設するための力をつけることができる具体的な計画を持ち、その実現可能性のある団体であること。
４．利用条件

　　　貸事務所の利用にあたっては以下の条件を必ず守ることとし、条件に合意できない団体には貸与を認めず、また、利用中に条件に違反した場合は貸事務所の貸与を取りやめて退去していただきます。また、平成２３年度よりゆうあいセンターの指定管理者（以下、「指定管理者」という。）に変更があった場合、貸事務所の利用に係る諸条件が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・利用期間は契約締結から１年間とする。（契約は2回まで更新可能とし、更新については、その必要性等について別途、協議をおこなう）
・利用料の支払いは前納制とし、毎月１５日に翌月分を請求、２５日までに納入するものとする。
・利用料金は月額20,000円とする。（電気代含む）

・利用料金額は、条例の定める理由、経済情勢の著しい変動、その他やむを得ない理由が生じた時は、条例で定められた額の範囲内で変更する場合があります。
・利用料金は月払いとし、入居日数に関係なく１ヶ月分の利用料金とする。
・管理者が定める貸事務所入居団体を対象とした各種事業(貸事務所自治会など)に参加すること。

・常日頃、来所者に対応できる体制をつくることとする。
・管理者より常時連絡が取れる体制をつくることとする。

・入居開始日（契約締結）は平成２３年４月１日以降とし、契約期間は契約日より平成２３年３月末日までとする。
・原則的に、入居後は提出した事業計画書及び収支予算書に従った事業展開をすることとする。
・利用に際しては、ゆうあいセンターの各規則及び岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館利用規定を守ることとする。なお、各規則は運営状況に応じて管理者が変更を行う可能性がある。
 ５．入居希望申請手続き
(1) 募集受付期間 
  　　　平成２２年２月１６日（火）　から　平成２２年３月９日（火）21時まで［必着］ 
(2) 提出書類 
  　　　・貸事務所入居申請書（別紙様式。各項目を全て記入したもの）
　　　・貸事務所入居申請について決議を行った理事会又は総会等の議事録の写し

・役員名簿 及び、会員名簿（５名以上の氏名・住所等が記載されたもの）
　　　　・定款､会則等の明文化された運営規約

　　　　・事業計画書（※）（入居年度、翌年度及び翌々年度の３年間分）

・収支予算書（※）（入居年度、翌年度及び翌々年度の３年間分）

・入居期間中、及び退去後の自団体の姿を説明した文書（800字以内、自由様式）
（※）様式は、岡山県指定の特定非営利活動法人の申請書類に準じた形を推奨する。
(3) 提出方法 
次の提出先に持参又は郵送によりご提出ください。（締切日必着）

(4) 提出先 
  　　　〒700-0807　岡山県岡山市北区南方2丁目13-1　岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館２階
　　　　岡山県ボランティア・NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」宛
６．入居団体選定手続 
 　 (1) 入居団体の選定方法
  入居団体の選定は、「書類」による１次審査と「面談」による２次審査の２段階で行います。まず、次に定める「入居優先基準」により提出書類の審査を行います。続いて、平成２２年３月１８日（木）１９時より、ゆうあいセンターにて貸事務所入居後の計画等に関するプレゼンテーションを行っていただき、その審査を経て入居団体を決定します。（原則、全ての団体に1次及び2次審査を受けていただきます）なお、審査にあたり、提出された書類の内容について、担当者が電話等で応募担当者に問い合わせをすることがありますので、あらかじめご承知ください。
また、審査にあたっては次のとおり取り扱うものとします。
①前記の入居対象団体の要件に適合しない団体は審査の対象外とします。

②提出書類に不足のある団体も審査の対象外とします。
③審査は、入居優先基準の各項目への適合度合を判断、数値化しておこないます。

④２次審査（平成２２年３月１８日（木））に参加できない団体も対象外とさせていただきます。
⑤入居決定団体が部屋数に満たない場合は、再募集を行います。
 　 (2) 入居優先基準
①入居より１年以内にＮＰＯ法人格を取得しようとする団体、又は、申請時にＮＰＯ法人格を取得して１年未満の団体であって、代表者の自宅を事務所とする等、専用の事務所を持たない団体であること。
②資金的に脆弱であり、独自の事務所を構えることが難しい団体であること。
③資金確保に対する具体的な計画をもち、その実現可能性が高い団体であること。
④組織運営の透明性・公開性に対する積極的な姿勢が明らかな団体であること。
⑤入居により組織及び事業の発展可能性が大きいと考えられる団体であること。（場所としての事務所を必要とし、事務所を構えることにより資金確保や事業拡大が行える団体であること）

⑦退去後に独自の事務所を構えるための具体的な計画を持っていること。
    (3) 審査結果の通知
１次審査の結果は、2次審査後に書面にて通知します。２次審査の結果は、審査当日に通知します。

　　(4) ２次審査開催日及び内容

２次審査は、平成２２年３月１８日（木）１９：００より、ゆうあいセンター中会議室で開催します。
２次審査の審査基準などは、別紙【岡山県ボランティア・NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」貸事務所入居団体募集　2次審査について】をご参照ください。原則的には1次審査の申請内容について詳しい説明を行っていただきます。
７．入居団体の手続 
    入居が内定した団体は、「貸事務所利用届」「ゆうあいセンター団体登録用紙」「メールボックス利用申請書」等を提出することとします。（既に提出済みのものを除く）その他、入居に関しての手続、作業等は指定管理者の指示に従うものとします。
８．利用の取り消し
指定管理者が以下の各項目に該当すると判断した場合、契約した利用期間に関わらず、利用許可を取り消します。

・当基準の定める入居対象団体でなくなった場合。
・当基準の定める利用条件、利用時間等が守られず、指定管理者の注意を聞かない場合。
・利用申請内容や審査時の説明に虚偽があった場合。

・その他、指定管理者が管理運営上、問題があると判断した場合。

９．問い合せ先 （本募集要項及び、貸事務所に関するお問い合わせは、下記にご連絡ください。） 
　　　〒700-0807　岡山県岡山市北区南方2丁目13-1　岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館　２階

　　　岡山県ボランティア・NPO活動支援センター「ゆうあいセンター」

　　　電話　０８６－２３１－０５３２　　ＦＡＸ　０８６－２３１－０５４１
　　　Eメール　oka@youi-c.com　　　　ホームページ　http://www.youi-c.com/
